
危 険 物 Ｑ ＆ Ａ 集 

整理番号 ５ 区分 概要 Ａ ５ 

質 問 危険物施設ってどういう施設ですか。 

回 答 

指定数量以上の危険物を許可を受けて貯蔵し、又は取扱う施設を指します。 

法令上は、製造所・貯蔵所・取扱所に区分され、法令上、製造所等と呼ん

でいます。 

危険物施設の区分は以下のとおりです。 

 

根拠法令

等 

消防法 第１０条 

危険物の規制に関する政令 第９～１９条 

 

 


